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津幡町報償金支給規程等の一部を改正する等の訓令 

（津幡町報償金支給規程の一部改正） 

第１条 津幡町報償金支給規程（平成１６年津幡町訓令第１０号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とし、その額は次に定めると

ころによる」を「の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及

び宿泊手当とする」に改め、同項各号を削る。 

第９条中「津幡町職員の旅費に関する条例（昭和３５年津幡町条例第９号）」を「津幡町職

員等の旅費に関する条例（令和８年津幡町条例第２号）」に改める。 

別表第２中「１６，０００円」を「２０，０００円」に改める。 

（津幡町職員の自家用車の公務使用に関する要綱の一部改正） 

第２条 津幡町職員の自家用車の公務使用に関する要綱（平成１２年津幡町訓令第６号）の一部

を次のように改正する。 

第６条中「津幡町職員の旅費に関する条例（昭和３５年津幡町条例第９号）第１４条の規定

による職員が旅行命令権者の承認を受けて私有車により旅行する場合の旅費」を「実走行距離

（１キロメートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた距離）に２８円を乗じた額」

に改める。 

（津幡町職員の旅費に関する規程の廃止） 

第３条 津幡町職員の旅費に関する規程（平成１２年津幡町訓令第５号）は、廃止する。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 


